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・入札執行者が価格失格基準に該当しない全ての
者に「低入札調査報告書」の提出を求める。
・提出書類（別記 様式第1号の1～第14号）20様式
について書類作成要領に従い開札をした日の翌
日から起算して５日以内に提出するよう指示する。
・一度提出された後、提出書類の差し替え及び
追加提出は認めない旨を説明する。
・提出期限までに調査報告書等を提出しない場合
又は「低入札調査報告書」に代わる届出書を提出
した場合は無効とする旨を説明する。

委員会へ付議

委員会による審査

調査報告書の提出

↓

落札者として決定

調査基準価格の設定

競争入札の執行

↓

↓

↓

審査により契約の内容に適合した
履行がされると認められる場合

・低入札価格調査表（別記 第１号様式）及び
 調査報告書等を低入札審査委員会への調査結果
の提出について（別記 第2号様式）により委員会に
提出し意見を求める。

・低入札価格審査報告書（別記 第3号様式）により
審査結果を入札施行者へ報告する。

→

入札参加者
全員へ通知

↓

次順位者を
落札者として決定

（事後審査型の場合は事後審査後）

↓

↓

↓

価格失格基準の判断

審査により契約の内容に適合
した履行がされないおそれが
あると認められる場合

低入札価格審査報告書

低入札調査制度フロー図

↓

↓

↓

↓

↓

↓

調査基準価格を下回る
価格での入札

保　　　　留

・当該算定項目ごとに定める割合を乗じて得た額
の合計額を下回った者→失格
・算定項目の額のいずれかが、当該算定項目の
 失格基準を下回った者→失格

次順位者が調査基
準価格未満の場合

次順位者が予定価格と調査
基準価格の範囲内の場合

↓

    予定価格と調査基準価格の
       範囲内の価格での入札

                 落　    札
 （事後審査型の場合は事後審査後）

↓

↓

低入札価格調査の実施
・入札執行者が上位の順位者から実施する。
・調査報告書等により、事情聴取等の調査を行う。
事情聴取は入札の責任者（代表者、支店長又は営
業所長等）から行う。

・低入札価格調査表及び調査報告書等により調査
対象者が契約の内容に適合した履行がされるか否
かの審査を行う。必要な場合、調査対象者に対し、
書類の追加提出（2日以内）を求める。
・第16条第2項1号～6号のいずれかに該当→中止


